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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所 問申

ド
参
照
）
に
掲
載
の
所
定
の
様
式
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
教
育
総
務
課

（
〒
７
５
３
‐
８
６
５
０
亀
山
町
２
‐
１
）

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
８
５
９

山
口
市
地
域
福
祉
推
進
協
議
会

委
員
の
募
集

山
口
市
地
域
福
祉
推
進
協
議
会

委
員
の
募
集

地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
「
山
口
市
地

域
福
祉
計
画
・
山
口
市
地
域
福
祉
活
動
計

画
」
の
策
定
お
よ
び
取
り
組
み
の
評
価
等

を
行
う
「
山
口
市
地
域
福
祉
推
進
協
議
会
」

の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。
会
議
録
と
委
員

名
簿
は
原
則
公
開
し
ま
す
。

▼
任
期

令
和
８
年
４
月
か
ら
令
和
13
年

３
月
ま
で

▼
対
象

満
18
歳
以
上
で
、
平
日
の
日
中

に
開
催
す
る
年
１
〜
３
回
程
度
の
会
議

に
出
席
で
き
る
市
民
２
人
程
度
（
国
お

よ
び
地
方
公
共
団
体
の
議
員
、
常
勤
の

公
務
員
は
除
く
）

問
申

１
月
16
日
（
金
・
必
着
）
ま
で
に
、

来
課
、
郵
送
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず

れ
か
で
、〒
住
所
、氏
名
、年
齢
、職
業
、

電
話
番
号
を
明
記
の
上
、
地
域
共
生
社

会
の
実
現
に
向
け
て
提
言
し
た
い
こ
と

を
８
０
０
字
以
内
に
ま
と
め
て
地
域
福

祉
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
７
９
０
、

t-fukushi@
city.yam

aguchi.
lg.jp

市
民
対
象
の

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

市
民
対
象
の

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

法
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
困
り
ご
と

に
つ
い
て
、
弁
護
士
が
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。
相
談
内
容
は
初
め
て
の
も
の
に
限

り
ま
す
。
相
談
時
間
は
15
分
程
度
で
す
。

相
談
内
容
に
関
す
る
書
類
等
が
あ
れ
ば
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

12
月
24
日
（
水
）
13
時
30
分
〜

16
時

▼
場
所

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
（
中
央

二
丁
目
５
‐
１
）

※
会
場
は
２
階
で
す
。
２
階
へ
の
移
動
が

困
難
な
場
合
は
、
予
約
時
に
お
伝
え
く

だ
さ
い
。

▼
対
象

市
民
先
着
20
人
（
要
予
約
）

問
申

12
月
18
日
（
木
）
〜
23
日
（
火
）
に
、

市
民
相
談
室
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
８
６

介
護
の
入
門
的
研
修

受
講
生
募
集

介
護
の
入
門
的
研
修

受
講
生
募
集

▼
日
程

１
月
10
日
（
土
）、
11
日
（
日
）、

17
日
（
土
）、
18
日
（
日
）、
24
日
（
土
）

▼
会
場

県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
第
２
研

究
室
お
よ
び
健
康
指
導
室
（
吉
敷
下
東

三
丁
目
１
‐
１
）

▼
対
象

市
内
の
介
護
保
険
事
業
所
で
介
護

職
と
し
て
働
き
た
い
方

▼
定
員

15
人

申

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は

山
口
市
潜
在
介
護
人
材
業
務
運

営
事
務
局
学
校
法
人
Ｙ
Ｉ
Ｃ
学
院
☎

０
８
３
‐
９
７
６
‐
８
３
５
５

蜜
蜂
飼
育
届

(
令
和
８
年
分
)

の
提
出
に
つ
い
て

蜜
蜂
飼
育
届

(
令
和
８
年
分
)

の
提
出
に
つ
い
て

蜜
蜂
を
飼
育
す
る
場
合
に
は
、
養
蜂
振
興

法
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
く
飼
育
届
を
毎
年

提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
提
出
期
限

１
月
16
日
（
金
）
ま
で

問

農
業
振
興
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
１
５

М
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｂ
ａ
フ
ェ
ス
２
０
２
６

М
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｂ
ａ
フ
ェ
ス
２
０
２
６

▼
日
時

１
月
17
日
（
土
）
9
時
〜
17
時

▼
場
所

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
維
新
ホ
ー
ル

▼
内
容

ゲ
ス
ト
ト
ー
ク
、
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ン
コ
ン
テ
ス
ト
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、

地
元
の
飲
食
店
な

ど
が
並
ぶ
マ
ー

ケ
ッ
ト
、
キ
ッ
チ

ン
カ
ー
な
ど

▼
登
壇
者

厚
切
り
ジ
ェ
イ
ソ
ン
氏
（
テ

ラ
ス
カ
イ
グ
ル
ー
プ
役
員
、
タ
レ
ン
ト
）

申

ゲ
ス
ト
ト
ー
ク
の
申
し
込
み

は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

（
12
月
15
日
（
月
）
12
時
か
ら

先
着
１
５
０
人
）

問

産
業
交
流
ス
ペ
ー
ス
Ｍ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｂ
ａ

☎
０
８
３
‐
９
７
３
‐
６
６
６
０

　市では、重要な計画等を策定する際に、市民の皆さんからの
意見を募集しています。提出された意見に対しては、市の考え
方（個人情報を除く）をウェブサイトで公表します。
　ただし、内容不明のものや匿名の意見には、市の考え方を示
しません。また、個々の意見に直接の回答は行いません。

意見提出はウェブサイトからが簡単！

フォームに入力するだけで提出できます。

① 山口市過疎地域持続的発展計画 （案）

農山村づくり推進課
☎ 083-934-2778、 nousanson@city.yamaguchi.lg.jp

■募集期限 ① 12 月 24 日（水・必着）
　　　　　  ② 12 月 26 日（金・必着）
■閲覧場所　各総合支所市政情報コーナー、各地域交流センタ―

（阿知須、徳地を除く）および分館、各市立図書館、担当課、ま
たは市ウェブサイト
■意見提出 来課、郵送、Ｅメール、ウェブサイトのいずれかで、
〒住所、氏名、タイトルに、①は「山口市過疎地域持続的発展計
画（案）への意見」、②は「山口市の生活環境の保全に関する条例
の一部改正（素案）への意見」と明記の上、意見を、担当課まで

パブリック
コメント

（意見募集）

市民の皆さんの意見を
　　　　お聞かせください

産
業

② 山口市の生活環境の保全に関する条例の一部改正 （素案）

環境政策課
☎ 083-934-2687、 kankyo@city.yamaguchi.lg.jp

① ②
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建設コンサルタント業務等
令和８･ ９･10 年度

競争入札参加資格審査

申請受付

市（上下水道局を含む）が発注する、建設
コンサルタント業務等の契約に係る競争入
札参加資格審査の申請受付を行います。詳
細は市ウェブサイトをご確認ください。
■申請期間

１月 13 日（火）～ 2 月 6 日（金）
　※この期間内に申請が行われていない

場合、令和 8 年 4 月の入札・見積合わ
せに参加できません。

■申請方法
郵送による ※期間内必着

■申請書類
　申請に必要な書類は市ウェブサイトの
「入札参加資格」のページか
らダウンロードしてくださ
い。右の二次元コードからも
確認できます。  　

■提出先 ・ 問い合わせ
契約監理課
☎ 083-934-2710

就
活
に
役
立
つ
適
職
診
断

就
活
に
役
立
つ
適
職
診
断

▼
日
時

12
月
25
日（
木
）、１
月
15
日（
木
）

10
時
、10
時
30
分
、11
時
、11
時
30
分
（
要

予
約
）

▼
場
所

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
山
口
（
神
田
町

１
‐
75
）

▼
対
象

49
歳
ま
で
の
就
活
中
の
方

問
申

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
、
ま

た
は
、
ほ
う
ふ
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
☎
０
８
３
５
‐

２
８
‐
３
８
０
８

職
業
訓
練
制
度

職
業
訓
練
制
度

仕
事
を
辞
め
た
方
・
転
職
予
定
の
方
が

資
格
取
得
の
た
め
に
指
定
の
講
座
を
受
講

で
き
る
「
職
業
訓
練
制
度
」
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。
県
内
で
募
集
さ
れ
て

い
る
講
座
は
下
の
二
次
元
コ
ー

ド
参
照
。

問
申

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
山
口
（
神
田
町
１
‐

75
）
☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
０
０
４
３

（
部
門
コ
ー
ド
43
＃
）

経
営
に
関
す
る
個
別
相
談
会

経
営
に
関
す
る
個
別
相
談
会

創
業
か
ら
個
人
事
業
主
、
中
小
企
業
が

抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
営
課
題
の
相
談
に

応
じ
ま
す
。

▼
日
時

①
１
月
８
日
（
木
）
９
時
〜
17

時
30
分
、
②
２
月
５
日
（
木
）
９
時
30

分
〜
16
時
30
分
、
③
３
月
５
日
（
木
）

９
時
〜
17
時
30
分

▼
場
所

①
③
産
業
交
流
ス
ペ
ー
ス
Ｍ
ｅ

ｇ
ｒ
ｉ
ｂ
ａ
、
②
市
役
所
本
庁
舎
（
山

口
総
合
支
所
）

▼
定
員

①
③
要
事
前
申
し
込
み
、
②
先

着
４
事
業
者
（
要
事
前
申
し
込
み
）

問
申

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
、
ま

た
は
山
口
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

☎
０
８
３
‐
９
０
２
‐

５
９
５
９

中
小
企
業
大
学
校

サ
テ
ラ
イ
ト
・
ゼ
ミ
in
山
口

中
小
企
業
大
学
校

サ
テ
ラ
イ
ト
・
ゼ
ミ
in
山
口

【
チ
ー
ム
力
を
強
化
す
る
！
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

活
用
法
】

▼
日
時

１
月
22
日
（
木
）
８
時
50
分
〜

17
時
、
23
日
（
金
）
９
時
〜
17
時
10
分

▼
場
所

市
役
所
本
庁
舎
（
山
口
総
合
支

所
）
会
議
室
６
０
３

▼
内
容

業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
の
流
れ

や
ポ
イ
ン
ト
、
活
用
方
法
を
学
ぶ

▼
対
象

管
理
者
、
新
任
管
理
者
等
15
人

▼
講
師

空
直
美
氏
（
株
式
会
社
Ｂ
‐
Ｇ
Ｒ

Ｏ
Ｏ
Ｗ
代
表
取
締
役
）

▼
料
金

２
万
２
０
０
０
円

※
研
修
受
講
料
を
補
助
す
る
「
中
小
企
業

人
材
育
成
応
援
補
助
金
」
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
詳
細
は
、
受
講
前
に
ふ
る
さ

と
産
業
振
興
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
６
４
５
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
申

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
、
中
小
企
業
大
学
校
広
島
校

☎
０
８
２
‐
２
７
８
‐

４
９
５
５

県
・
市
町
離
職
者
緊
急
対
策

資
金
貸
付
制
度

県
・
市
町
離
職
者
緊
急
対
策

資
金
貸
付
制
度

会
社
の
倒
産
や
事
業
の
不
振
な
ど
に
よ

り
、
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
の
生
活

資
金
な
ど
を
貸
し
付
け
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者

(全
て
に
該
当
す
る
こ
と
)

県
内
に
居
住
し
て
い
る
方
／
離
職
時

の
事
業
所
に
１
年
以
上
勤
続
し
て
い
た

方
／
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
勤
労
者

で
、
離
職
後
１
年
以
内
の
方
／
借
入
申

込
時
、
現
に
離
職
し
て
お
り
、
か
つ
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
職
活
動
を
行
っ
て

い
る
方
／
市
税
を
完
納
し
て
い
る
方
・

返
済
能
力
の
あ
る
方

※
確
認
書
類
と
し
て
、
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
等
の
証
明
書
が
必
要

▼
資
金
使
途
・
貸
付
限
度
額
・
貸
付
期
間

①
大
学
教
育
資
金
・
１
５
０
万
円
・
10
年

以
内

②
住
宅
資
金
償
還
金
・
70
万
円
・
６
年
以
内

③
冠
婚
葬
祭・療
養
資
金
、
一
般
生
活
資
金
、

災
害
資
金
・
１
０
０
万
円
・
10
年
以
内

▼
貸
付
利
率

年
1.0
％
（
別
途
要
保
証
料
）

▼
保
証
人
等

連
帯
保
証
人
１
人
（
申
込

人
と
別
生
計
の
方
）
と
日
本
労
働
者
信

用
基
金
協
会
の
債
務
保
証
を
受
け
る
こ

と
が
必
要

申

中
国
労
働
金
庫
（
貸
付
に
当
た
っ
て

は
中
国
労
働
金
庫
の
審
査
あ
り
）

問

県
労
働
政
策
課
☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐

３
２
１
０
、
県
内
の
中
国
労
働
金
庫
各

店
舗県

・
市
町
中
小
企
業
勤
労
者

小
口
資
金
貸
付
制
度

県
・
市
町
中
小
企
業
勤
労
者

小
口
資
金
貸
付
制
度

大
学
教
育
資
金
な
ど
を
貸
し
付
け
て

い
ま
す
。

▼
対
象
者

(全
て
に
該
当
す
る
こ
と
)
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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所 問申

県
内
に
居
住
し
て
い
る
方
／
中
小
企
業
勤

労
者
／
同
一
事
業
所
に
１
年
以
上
勤
続
し

て
い
る
方
、
ま
た
は
離
職
時
の
事
業
所
に

１
年
以
上
勤
続
し
、
離
職
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
勤
労
者
で
、
離
職
後
１
年
以
内
に
再

就
職
し
、
勤
続
１
年
未
満
の
方
／
市
税
を

完
納
し
て
い
る
方
／
返
済
能
力
の
あ
る
方

※
事
業
主
等
と
同
一
生
計
の
勤
労
者
で
、

当
該
事
業
主
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務

す
る
方
は
貸
付
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
資
金
使
途
・
貸
付
限
度
額
・
貸
付
期
間

①
大
学
教
育
資
金
・
３
０
０
万
円
・
10
年

以
内

②
育
児
・
介
護
休
業
資
金
、
冠
婚
葬
祭
・

療
養
資
金
、災
害
資
金
、生
活
向
上
資
金・

１
０
０
万
円
・
10
年
以
内

▼
貸
付
利
率

年
１
・
24
％
（
別
途
要
保

証
料
）

申

中
国
労
働
金
庫
（
貸
付
に
当
た
っ
て

は
、
中
国
労
働
金
庫
の
審
査
あ
り
）

問

県
労
働
政
策
課
☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐

３
２
１
０
、
県
内
の
中
国
労
働
金
庫
各

店
舗市

有
地
の

条
件
付
き
入
札
に
よ
る
売
払
い

市
有
地
の

条
件
付
き
入
札
に
よ
る
売
払
い

▼
売
払
予
定
地
／
面
積

小
郡
下
郷
６
０
９

‐
4
／
３
１
４
２
・
65
㎡

▼
現
地
説
明

２
月
12
日
（
木
）
10
時
〜

11
時

▼
入
札
日
時

３
月
13
日
（
金
）
10
時
か
ら

※
入
札
に
参
加
さ
れ
る
場
合
は
、
２
月
27

日
（
金
）
ま
で
に
要
事
前
申
し
込
み

▼
入
札
場
所

市
役
所
本
庁
舎
（
山
口
総

合
支
所
）
４
０
１
会
議
室

▼
入
札
案
内
書
配
布

12
月
15
日
（
月
）
〜

２
月
27
日
（
金
）
の
間
に
行
政

経
営
課
で
配
布
。
12
月
15
日

（
月
）
か
ら
下
の
二
次
元
コ
ー

ド
に
も
掲
載
。

※
用
途
指
定
を
付
し
て
の
売
却
に
な
り
ま

す
。
詳
細
は
入
札
案
内
書
参
照
。

問
申

行
政
経
営
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
９
５
６

市
民
公
開
講
座

「今
日
か
ら
は
じ
め
る
人
生
会
議
」

市
民
公
開
講
座

「今
日
か
ら
は
じ
め
る
人
生
会
議
」

も
し
も
の
と
き
に
備
え
て
自
分
の
思
い

や
希
望
を
家
族
や
医
療
・
介
護
の
関
係
者

に
伝
え
る
た
め
の
「
人
生
会
議
」。〝
わ
た

し
ら
し
さ
〞
を
大
切
に
す
る
た
め
に
、
今

か
ら
で
き
る
そ
の
取
り
組
み
の
ヒ
ン
ト
を

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日
時

１
月
18
日
（
日
）
13
時
30
分
〜

15
時
15
分
（
開
場
13
時
）

▼
場
所

カ
リ
エ
ン
テ
山
口

大
ホ
ー
ル

（
湯
田
温
泉
五
丁
目
１
‐
１
）

▼
内
容

医
師
に
よ
る
講
演
、
人
生
会
議
手

帳
「
わ
た
し
の
ノ
ー
ト
」
に
関
す
る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
、
消
防
本
部
救
急
課
お
よ

び
高
齢
福
祉
課
職
員
に
よ
る
講
話

▼
要
約
筆
記
・
手
話
通
訳

あ
り

問
申

１
月
5
日
（
月
）
ま
で
に
下
の
二
次

元
コ
ー
ド
、
ま
た
は
高
齢
福

祉
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
５
８

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知
症
に

つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の
人
や

家
族
に
対
し
て
温
か
い
目
で
見
守
る
「
応

援
者
」
で
す
。
講
座
終
了
後
に
は
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
の
「
目
印
」
と
し
て
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
カ
ー
ド
と
オ
レ
ン
ジ
バ
ッ
ジ

を
お
渡
し
し
ま
す
。

▼
日
時

１
月
24
日
（
土
）
14
時
〜
16
時

▼
場
所

小
郡
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー

ル
１
、２

▼
内
容

認
知
症
に
関
す
る
基
礎
知
識
、

認
知
症
の
人
や
家
族
へ
の
支
援
の
あ
り

方
な
ど

▼
定
員  

先
着
50
人

申

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は

高
齢
福
祉
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
７
５
８

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・

ス
ポ
ー
ツ
講
座

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・

ス
ポ
ー
ツ
講
座

【
子
育
て
パ
パ
・
マ
マ
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
講
座

〜
託
児
付
き
〜
】

▼
日
時

２
月
９
日
（
月
）、
16
日
（
月
）、

24
日（
火
）、３
月
２
日（
月
）、９
日（
月
）

10
時
〜
12
時

▼
場
所

山
口
南
総
合
セ
ン
タ
ー
（
名
田

島
１
２
８
１
‐
１
）

▼
内
容

ヨ
ガ
、
体
幹
・
軽
負
荷
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
等

▼
対
象

本
市
在
住
の
子
育
て
中
の
お
父

さ
ん
・
お
母
さ
ん
抽
選
20
人
（
今
年
初

め
て
参
加
さ
れ
る
方
を
優
先
）

▼
料
金

５
０
０
円
（
全
５
回
分
）

▼
持
参
品

体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
、
タ
オ
ル
、

飲
み
物
等

▼
託
児

要
申
し
込
み
（
満
６
カ
月
か
ら

小
学
校
入
学
前
）

問
申

１
月
16
日
（
金
・
必
着
）
ま
で
に
、

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ス

ポ
ー
ツ
交
流
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
８
７
５
、

sports@
city.yam

aguchi.lg.jp

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会

地
域
に
お
け
る
防
災
意
識
の
向
上
と
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
周
知
啓
発
を
目
的
と

し
て
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時

１
月
16
日
（
金
）
13
時
30
分
〜

15
時
（
13
時
か
ら
受
け
付
け
）

▼
場
所

県
総
合
保
健
会
館
（
吉
敷
下
東

三
丁
目
１
‐
１
）

▼
内
容

地
域
と
つ
な
が
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

を
目
指
し
て
〜
令
和
５
年

６
月

大
雨
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
運
営
の
経
験
か
ら
〜

▼
講
師

羽
根
一
孝
氏
（
美
祢
市
社
会
福

祉
協
議
会
地
域
福
祉
課
長
）

▼
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記

あ
り

申

１
月
６
日
（
火
）
ま
で
に
次
ペ
ー
ジ

講
座




